
ステップ１　

初期対応

窓口職員が対応

・傾聴し、事実確認

・相談内容を聞き取る

対応できた 対応できなかった

・所属課等の長に報告、課内で共有 ・ステップ２へ

・必要に応じて業務改善

ステップ２　

中間対応

周囲にサインを送る

窓口職員＋応援職員の複数対応

対応できた 対応できなかった

・所属課等の長に報告、課内で共有 ・所属課等の長で対応

・必要に応じて業務改善

対応できた 対応できなかった

・部長に報告、課内で共有 ・ステップ３へ

・必要に応じて業務改善

ステップ３　

最終対応

カスハラ該当の判断

言動の中止を警告

対応中止

退去命令

警察通報
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従わなかったとき

従わなかったとき

こんな場合はどうする？

【対応に困る場合】

早い段階で社会福祉課の福祉相談支援専門員に協力を求めること。

【カスタマーハラスメントの判断に迷う場合】

各部等の長に相談してもなお、判断に迷う場合は、職員課に相談すること。

【重要性が高いと判断された場合】

東海市不当要求行為等対策委員会の会議対象となる場合があるため、必要

に応じて職員課が付議する。
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